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１　局内の文書
２　局内の事務事業の連絡調整
３　道路に関する諸団体との連
　絡調整
４　局事業の啓もう
５　局の危機管理
６　他の部、課、係の主管に属
　しないこと

１　局内の人事
２　職員の勤務条件及び給与
３　職員の福利厚生
４　職員の衛生管理
５　職員の研修計画及び実施（
　他の課の主管に属するものを
　除く。）
６　その他労務

１　局内の予算及び決算
２　局内の予算執行の調整
３　公共土木事業の連絡調整
４　局内の諸契約
５　局内の物品及び資材の出納
　保管
６　その他経理

１　自転車等の放置防止対策及
　び放置防止に係る総合調整
２　自転車等対策事業指針
３　自転車駐車場設置に係る調
　整
４　自転車駐車場及び保管場所
　の運営管理
５　民営自転車駐車場の整備助
　成
６　交通安全対策の企画及び連
　絡調整
７　交通安全の普及及び奨励
８　交通安全運動
９　違法駐車等の防止対策
10　横浜市違法駐車等防止委員
　会
11　横浜市交通安全対策会議
12　交通関係の調査、資料の収
　集
13　交通安全対策に係る関係行
　政機関及び関係諸団体との連
　絡調整

１　道路事業（土地区画整理事
　業に係るものを除く。）の企
　画及び基本計画の策定並びに
　実施計画の調整
２　道路事業（土地区画整理事
　業に係るものを除く。）の執
　行調整及び国庫補助申請等
３　都市計画道路の計画
４　都市計画道路の事業認可に
　係る原案の調整
５　駅前広場の計画
６　交通結節点の計画、整備及
　び調整（都心、新横浜都心及
　び京浜臨海部を除く。）
７　高齢者、身体障害者等の公
　共交通機関を利用した移動の
　円滑化の促進に関する法律
　（平成12年法律第68号）に基
　づく基本構想の作成及び推進

１　土木工事に関する技術基準
　等の作成並びに指導及び研修
　（他の局、部の主管に属する
　ものを除く。）
２　土木工事に係る設計単価、
　歩掛り等の作成及び調整
３　局所管の請負工事（道路の
　附属物としての照明施設等及
　び道路用エレベーター等（以
　下「道路照明施設等」という
　。）に係るものを除く。）の
　検査及び安全管理等
４　局所管の国庫補助事業に係
　る会計実地検査の連絡調整
５　土木材料の試験
６　その他技術監理

８　バス交通等の交通施策調整
９　地域交通サービスに係る事
　務
10　道路事業に係る総合調整
11　局所管の国直轄事業に係
　る国等との連絡調整
12　都市計画道路用地の先行取
　得の調整
13　財団法人横浜市道路建設事
　業団
14　踏切道改良事業の調整
15　道路と鉄道との立体交差事
　業の計画及び調整
16　鉄道建設に伴う道路に係る
　調整
17　鉄道立体化事業
18　横浜新都市交通株式会社
19　部内他の課の主管に属しな
　いこと
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担当係長（技）鈴木 誠

担当課長（技）御代川邦博

(バリアフリー対策等担当、355

係 長 （ 技 ） 橋 本 孝 二

調 整 係 管 理 係

担 当 課 長 （ 事 ） 宮 島 良

担当係長（事）有野秀文

担当係長（技）渡辺吉清

係 長 （ 事 ） 西 野 誠 担当係長（事）黒川正人

担当係長（技）諏訪雅一

(2730)

担当係長（技）川北好伸

路 政 課

係 長 （ 事 ） 三 輪 和 義

占 用 係

指 導 係

係 長 （ 技 ） 武 村 和 弘

道
　
　
　
路

施 設 課

(2750) (2753) (2743)

課 長 （ 技 ） 久 保 田 隆 久

部 長 （ 技 ） 田 中 隆 嗣

課 長 （ 技 ） 井 澤 卓

(3557)

管 理 課

道　路　局　　２

課 長 （ 技 ） 貝 沼 貞 夫 課 長 （ 事 ） 竹 縄 卓

道 路 部

(2749)

維 持 課

１　土木事務所との連絡調整（
　他の局、部、課の主管に属す
　るものを除く。）
２　道路の維持修繕、舗装及び
　道路改良の企画並びに連絡調
　整
３　道路の掘削跡復旧
４　私道舗装等整備助成に関す
　る企画及び連絡調整
５　道路災害の連絡調整
６　局所管事業から発生する残
　土及び舗装廃材等の処分並び
　に再生利用の調整
７　部内他の課、係の主管に属
　しないこと。

１　都市計画法等に基づく開発
　行為、住宅地造成事業及び宅
　地造成工事により設置される
　道路その他の道路の審査、検
　査及び指導並びに違反工事の
　連絡（土木事務所の主管に属
　するものを除く。）

１　道路の管理に係る関係諸機
　関との協定等
２　道路の管理等に係る事故処
　理、不服申立て、訴訟等
３　道路の監察の調整
４　道路の損傷等の調整
５　特殊車両の通行許可（他の
　局、部、課の主管に属するも
　のを除く。）
６　車両制限令の施行（他の部
　、課の主管に属するものを除
　く。）
７　道路運送法による道路の現
　況調査
８　道路における不法占用の防
　止等の連絡調整（土木事務所
　の主管に属するものを除く。
　）
９　その他道路の管理（他の部
　、課の主管に属するものを除
　く。）
10　他の係の主管に属しないこ
　と

１　道路占用の総合調整
２　電線類地中化の連絡調整
３　道路の占用許可（国との協
　議を要する物件及び鉄道に係
　るものに限る。）
４　道路占用料及び路面復旧監
　督費の徴収（土木事務所の主
　管に属するものを除く。）
５　道路工事等の連絡調整

１　道路の路線の認定、廃止及
　び変更並びに道路の区域の決
　定及び変更
２　道路の供用の開始等
３　都市計画法等に基づく開発
　行為、住宅地造成事業及び宅
　地造成工事により設置される
　道路の帰属及び管理並びにこ
　れらに係る協議
４　廃止道路の譲与申請
５　道路用地に係る権利関係等
　の整理及び登記
６　私有道路を市道に認定する
　ための測量に要する費用の助
　成

１　道路の安全施設の計画、設
　計等（他の部、課及び土木事
　務所の主管に属するものを除
　く。）
２　道路の安全施設等の維持及
　び修繕（他の部、課及び土木
　事務所の主管に属するものを
　除く。）
３　道路の附属物としての駐車
　場の計画、設計、管理等
４　自転車駐車場の整備等に係
　る調整
５　街路樹の調査
６　街路樹の管理
７　街路緑化工事の計画、設計
　等
８　標識の設置等
９　電線共同溝事業等の計
　画、設計等（他の部、課の主
　管に属するものを除く。）
10　道路の災害復旧工事及び防
　災工事の設計等
11　道路照明施設等の新設、維
　持及び修繕（他の部、課及び
　土木事務所の主管に属するも
　のを除く。）
12　道路照明施設等に係る連絡
　調整
13　道路照明施設等に係る設計
　審査及び工事検査並びに道路
　照明施設等の引継ぎ
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担 当 係 長 ( 事 ) 山 田 和 夫

担 当 係 長 ( 事 ) 山 口 正 信

担 当 係 長 ( 事 ) 吉 沢 謙 治

担 当 係 長 ( 事 ) 名 倉 孝 一

担当係長(事)田中三千夫

担 当 係 長 ( 事 ) 吉 田 弘 文
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担当係長（技）山浦善宏

担当係長（技）安田賢二

担 当 係 長 ( 事 ) 水 石 敏 雄

担 当 係 長 ( 事 ) 原 康 夫

担 当 係 長 ( 事 ) 本 間 雅 人

部 長 （ 技 ） 伊 藤 一 義

担 当 課 長 （ 技 ） 大 野 進

橋 梁 課

（建設担当、2781）

課 長 （ 技 ） 奥 原 唯 視

(2744)

課 長 （ 技 ） 成 田 禎課 長 （ 技 ） 松 下 信 男

(2752)(2747)

道 路 調 査 課 建 設 課

建 設 部

(3960)

係 長 （ 技 ） 安 達 秀 昭

調 査 係

係 長 （ 事 ） 佐 藤 光 司

道 路 台 帳 係

（用地担当、2787）

担 当課 長（ 事） 渡邉 一彦

（用地担当、2734）

担 当課 長（ 事） 志村 省悟

担当係長（技）水谷俊之

担当係長（技）関戸義仁

担当係長（技）中村信治

担当係長（技）天野 実

担当係長（技）山口彰夫

（建設担当、2798）

担 当課 長（ 技） 小泉 昌司

担当係長（技）木村正紀

(用地担当）

道　路　局　　３

担 当課 長（ 事） 田頭 昌彦

（用地担当、3497）

担当係長（技）落合 潔

１　道路等と民地との境界調査
　に係る調整（土木事務所の主
　管に属するものを除く。）
２　市境における道路等と民地
　との境界の調査
３　市境における境界調査図の
　謄本の交付及び道路等と民地
　との境界の承認
４　道路台帳図等の謄本の交付
　及び境界の承認
５　局に属する財産の管理及び
　調整（他の部、課の主管に属
　するものを除く。）
６　道路に関する資料の収集、
　調査及び統計
７　道路台帳の閲覧
８　他の係の主管に属しないこ
　と

１　道路台帳の整備及び閲覧
２　公共基準点
３　局主管事務事業に係る測量
　の技術的指導及び調整

１　橋りょう（地下道等を含む
　。以下この部中同じ。）の調
　査、設計等（他の部、課及び
　土木事務所の主管に属するも
　のを除く。）
２　橋りょうの維持及び修繕（
　他の部、課及び土木事務所の
　主管に属するものを除く。）
３　橋りょうの耐震対策
４　橋りょう台帳
５　橋りょうの荷重制限及び特
　殊車両の通行に係る審査
６　道路管理者以外の者が行う
　橋りょう工事の設計審査及び
　橋りょうの引継ぎ
７　道路管理者以外の者が行う
　橋りょう添架工事等の審査

１　道路整備事業（橋りょう等
　を含む。以下この部中同じ。
　）に係る関係諸機関との調整
　、協定等（他の課の主管に属
　するものを除く。）
２　道路整備事業に関する調査
　、設計等
３　道路整備事業予定地の管理
　及び代替地
４　道路整備事業に係る用地（
　以下この部中「事業用地」と
　いう。）の取得、借受け、地
　上権設定等並びにこれらに伴
　う補償、契約及び登記手続
５　事業用地、物件等の調査
６　事業用地の取得等に伴う租
　税特別措置法等に基づく手続
７　事業用地の取得等に係る諸
　証明
８　道路法（昭和27年法律第
　180号）第70条の規定による
　損失の補償及びこれらの契約
　等
８　課主管事務事業に係る事業
　用地の収用手続
10　局主管事務事業に係る事業
　用地の収用手続及び調整
11　局主管事務事業に係る事業
　用地取得の調整及び進行管理
12　新交通システム金沢シーサ
　イドラインの建設に関する調
　査、設計等
13　部内他の課の主管に属しな
　いこと
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(3985)

担 当課 長（ 技） 島田 健治

（横浜環状道路担当、2799）

担当係長（技）渡邉伸郎

担当係長（技）宮島弘樹

担当係長（技）中里克己

担当係長（技）角野智史

担当係長（技）酒井博之

(横浜環状道路担当、2758)

部 長 （ 技 ） 長 尾 節

課 長 （ 技 ） 森 秀 毅

担 当課 長（ 技） 内海 貴志

道 路 係

下 水 道 ・ 公 園 係

土 木 事 務 所

管 理 係

副 所 長

横浜環状道路担当理事（技）関　太一

(3638)

横 浜 環 状 道 路
調 整 部

(2889)

事 業 調 整 課

担当係長（技）新保康裕

道　路　局　４

区役所土木事務所職員は、
環境創造局・道路局を兼務

１　横浜環状道路等高速道路の
　都市計画決定に係る原案の作
　成
２　横浜環状道路等高速道路の
　建設に関連する事業
３　横浜環状道路等高速道路の
　建設に伴う関係機関・団体と
　の絡調調整
４　横浜環状道路等高速道路の
　建設に関連する事業予定地の
　管理
５　その他高速道路
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高速道路及び関連街路等の整備　(全国及び首都圏の主要な都市を連絡する広域的な道路の整備）

 都市計画道路、国道及び主要地方道 [幹線道路] 等の整備

（都心まで３０分の交通体系の実現をめざす道路ネットワークの形成）

 駅まで１５分道路 [地区幹線道路] の整備 （最寄駅まで１５分の交通体系の実現をめざす道路の整備）

交 通 輸 送 対 策

　ため、適切にバス路線の維持等を行います。

　　「バス交通施策の推進」及び「バリアフリー新法に基づく基本構想の策定」などに

　の整備を進めます。　

　　環状道路では、郊外部を連絡する「外環状」（環状３号線南側～国道１号～環状４号

　線西側）、放射道路では、横浜伊勢原線など重点路線の早期供用を目指し、引き続き

　整備を進めます。

　また、国道１号など、国道及び主要地方道等の整備についても引き続き進めます。

　　「最寄り駅まで１５分の交通体系」を実現する施策の一つとして、南区向田橋付近

　の上大岡第５９号線等の路線において、交差点改良等によるボトルネック解消や駅前

　広場、駅周辺道路等公共交通機関の利便性向上につながる路線などの整備を引き続き

　進めます。

平 成 １９ 年 度 道 路 局 予 算 に つ い て

　より、誰もが安心して安全に利用できる交通体系の実現を推進します。

　　また、新たに、交通不便地域の発生を回避し、市民の日常生活の利便性を確保する

　道路整備 と 道路維持管理 を軸として、効率的な予算を編成しました。

　市民生活と経済活動を支える「誰もが移動しやすい交通の実現」のために、

次の３つの道路整備と交通輸送対策を進めます。

　　横浜環状道路は、南線及び北線で関連街路を含め引き続き整備を進めます。東名高速

　道路と第三京浜道路を結ぶ北西線は、環境影響評価に必要な現地調査等を実施します。

　また、横浜湘南道路の整備を引き続き進めます。さらに、首都高速（仮称）石川町出口

道 路 整 備
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道路の維持・管理

　　歩行者の安全と車両の円滑な交通を確保するため、舗装の修繕を行います。

　　ヒートアイランド対策の一つとして、舗装表面の温度上昇を抑制する保水性舗装や

　遮熱性舗装等を実施します。

　　車道等の清掃及び道路照明灯やエレベーター等の保守・管理、街路樹の維持管理を

　行います。

橋りょう等の維持・補修

　りょうについて、落橋防止・橋脚補強等の耐震対策を進めます。

　　さらにトンネルの補修を引き続き行い、地震に強い道路づくりを進めます。

交通安全対策

　策を講じていきます。また、安全で快適に移動できる歩行空間の整備に引き続き取り組

　んでいきます。さらに、交通事故防止に向けたソフト面の交通安全運動等を推進します。　

放置自転車対策

私道対策事業

　を行います。

自動車駐車場事業

を進めます。

　の管理運営を行います。

　以上の事業を進める一方、引き続き市全般にわたる財政健全性の確立に向け、道路建設

事業団からの道路資産購入等の助成や、土地開発公社保有土地などの一般会計による購入

　　公共性の高い私道について整備の助成を行うほか、公道移管に伴う測量費の助成など

　　安全で円滑な道路交通の確保のため、路上駐車対策として、６か所の市営地下駐車場

　　歩道や道路照明灯等の交通安全施設を整備し、事故多発箇所については、重点的に対

　　駅周辺の歩行者の通行、安全確保のため、引き続き自転車等放置防止対策を進めると

　ともに、自転車駐車場の管理運営や整備を行います。

　　アセットマネジメントの考えに基づき、橋りょうの長寿命化を推進します。また、

　こ線橋等の補修を引き続き行います。

　　大規模地震等が発生した際の市民の安全を確保するため、緊急輸送路等に架かる橋

安全で豊かな市民生活の実現につながる道路事業を展開します。

道路維持管理
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施　　設　　名 説　　　　　　　　　　明

桂町戸塚遠藤線
（小菅ケ谷舞岡地区）

栄区小菅ケ谷四丁目の環状３号線から戸塚区舞岡町までの区
間９１０ｍが完成します。

桂町戸塚遠藤線
（上倉田地区）

戸塚区舞岡町から平成１７年度に開通した下永谷大船線との
交差点までの区間９９０ｍが完成します。

桂町戸塚遠藤線
（小菅ケ谷地区）
【暫定２車線を４車線化します】

栄区小菅ケ谷四丁目において、平成９年度に暫定２車線で開
通した区間９３０ｍを、上記２地区の完成に合わせて４車線
化を図ります。

鴨居上飯田線
（鴨居地区、鴨居第２地区）

平成１５年度に開通した鴨池大橋から都市計画道路山下長津
田線との交差部付近までの区間５２０ｍが完成します。

吉浜横浜公園線
【（仮称）石川町出口】

首都高速道路湾岸線方面からの関内地区の出口として、中区
吉浜町から中区横浜公園までの区間５６０ｍが完成します。

中村橋
南区堀割川に架かる中村橋（南区中村町～睦町）の架け替え
が完了します。　橋長３０ｍ　幅員１９ｍ

根岸橋
磯子区堀割川に架かる根岸橋（磯子区上町～丸山二丁目）の
架け替えが完了します。　橋長３２．８ｍ　幅員１６ｍ

県道川崎町田（上末吉交差点）
【駅まで１５分道路整備事業】

鶴見区上末吉交差点において、４車線で開通している区間
１８５ｍについて、右折レーンを設置し、５車線に拡幅しま
す。

上大岡第５９号線（向田橋付近）
【駅まで１５分道路整備事業】

南区大岡五丁目から南区中里一丁目までの区間２１０ｍが完
成します。

上飯田第１６１号線ほか
【駅まで１５分道路整備事業】

泉区中田町から泉区西が岡一丁目までの区間９００ｍが完成
します。

（仮称）蒔田駅自転車駐車場
南区蒔田駅周辺の放置自転車対策として約３００台規模の自
転車駐車場が完成します。

4
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平成１９年度　主な完成予定施設

番号

1

2

9

8

5

6

7
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《一般会計》         （単位：千円）

科  目 19年度予算 18年度予算 差引増▲減 増▲減率

歳  出 79,315,185 84,591,728 ▲ 5,276,543 ▲ 6.2% 

１０款 都市整備費 20,000 0 20,000 皆増

１項 都市整備費 20,000 0 20,000 皆増

１１款 道路費 76,148,618 81,286,808 ▲ 5,138,190 ▲ 6.3% 

１項 道路維持管理費 22,684,775 21,255,789 1,428,986 6.7% 

２項 道路整備費 53,463,843 60,031,019 ▲ 6,567,176 ▲ 10.9% 

１６款 諸支出金 3,146,567 3,304,920 ▲ 158,353 ▲ 4.8% 

財源内訳 42,881,274

１  国庫支出金 16,337,515 千円
２  使用料及び手数料 6,691,618 千円
３  諸収入等 912,647 千円
４  市債 14,093,000 千円
５  一般財源 41,280,405 千円

　　合　計 79,315,185 千円

《自動車駐車場事業費会計》         （単位：千円）

科  目 19年度予算 18年度予算 差引増▲減 増▲減率

歳  出 1,399,724 1,272,622 127,102 10.0%

1,399,724 1,272,622 127,102 10.0%

１項  運営費 500,769 401,469 99,300 24.7%

２項  公債費 897,955 870,153 27,802 3.2%

３項  予備費 1,000 1,000 － 0.0%

財源内訳

１  使用料及び手数料 426,290 千円

２  諸収入等 85,479 千円

３  一般会計繰入金 887,955 千円

　　合　計 1,399,724 千円

平成１９年度道路局予算総括表

１款  自動車駐車場事業費
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1 事　業　内　容　

千円

19年度 2,166,718 　高速道路ネットワーク整備を積極的に進める

とともに、高速道路の改良や関連する道路の整

18年度 2,696,994 備を進めます。

差引増△減 △ 530,276 ○横浜環状道路等の整備

19 国費 －

年

度 市債 1,818,000

の 　

財 使用料 30,959

源

市費 317,759

１　横浜環状道路関連街路の調査

24,500 千円

(26,500 )

　・横浜環状南線関連街路　

　　（予備設計、広報等）

　・横浜環状北線関連街路

　　（予備設計、広報等）　　　

２　横浜環状北西線の調査

  ・都市計画関連資料作成、現地調査等

200,000 千円

(118,000 )

※事業内容の（　　）は平成18年度予算額を記載しています。　

高 速 道 路 及 び

関 連 街 路 等 の 整 備

　横浜環状道路の南線（横横道路～国道
１号）及び北線（第三京浜～横羽線）に
ついては、関連街路を含め引き続き整備
を進めます。また、横浜湘南道路の整備
を引き続き進めます。
　東名高速道路と第三京浜道路を結ぶ
北西線については、環境影響評価に必要
な現地調査等を実施するとともに、都市
計画決定に向け具体的なルート・構造の
検討を進めます。
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124,218 千円

(142,684 )

４　首都高速道路の整備に対する出資金 1,818,000 千円

・横浜環状北線ほか (677,000 )

［参考］

平成１９年度横浜環状道路関連街路（事業中路線）整備予算

合計 4,645,000 千円

　横浜環状南線関連街路

・ （栄区長尾台町～戸塚区小雀町）

・ （栄区公田町ほか）

・ （栄区田谷町）

　横浜環状北線関連街路

・ （鶴見区上の宮一丁目～神奈川区西寺尾一丁目）

・ （鶴見区岸谷二丁目～生麦三丁目）

・ （港北区新羽町）

・ （都筑区川向町）

※項目[2]都市計画道路等の整備、項目[3]国道及び主要地方道等の整備で計上

川 向 線

横 浜 藤 沢 線

大 田 神 奈 川 線

岸 谷 生 麦 線

上 郷 公 田 線

田 谷 線

３　横浜ベイブリッジ・スカイウォークの
　管理運営ほか

長 島 大 竹 線
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2

　本市の骨格を形成する幹線道路網を整備し、

市域の一体性を高めながら、都市機能の強化

を図ります。

○環状道路と放射道路等の整備

　　外環状（環状３号線、環状４号線）、

　山下長津田線、横浜伊勢原線等の重点

　路線の早期供用開始を目指し引き続き

　事業を進めます。

　　また、完了期間宣言路線を重点的に

　整備します。

　

※完了期間宣言路線とは、事業着手後１０年以上

経過し、用地取得率が９０％を超えている路線に

について、完成時期を公表し、事業の促進を図っ

ている路線です。

○横浜環状道路等関連街路の整備

　　横浜藤沢線（田谷小雀地区）、大田神奈川線、岸谷生麦線等の整備

　を引き続き進めます。

○連続立体交差事業の推進

　　相模鉄道本線（星川駅～天王町駅）連続立体交差事業については、

　引き続き事業を進めます。

○都市計画道路網の調査

　　社会情勢の変化等に合わせ、都市計画道路網のあり方を再構築し、

　より重点的・効果的な街路整備を行います。

［参考］

都市計画道路の事業進捗状況

63.0%

63.5%19(見込) 688.93

18(見込) 688.95 434.30

49,000

11,829,210

100,000

進捗率(%)年度 計画延長(km) 整備延長(km)

32,444,721

繰入金

諸収入等

市　費

3,821,000

事 業 内 容都市計画道路等の整備

19年度 27,671,473

千円

18年度

差引増△減

437.44

国　費

△ 4,773,248

11,872,263

19
年
度
の
財
源

市　債
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１　３環状10放射道路等 千円

・ （栄区長沼町～戸塚区汲沢町）

・ （栄区桂町～栄区中野町）

・ （神奈川区羽沢町～緑区鴨居町、ほか）

・ （戸塚区戸塚町～泉区中田北一丁目、ほか）

・ （旭区本宿町～二俣川２丁目、ほか）

・ （中区吉浜町～横浜公園）

完了期間宣言路線：

　桂町戸塚遠藤線（上倉田地区、小菅ヶ谷舞岡地区）、中田さちが丘線（岡津地区）、

　鴨居上飯田線（鴨居地区）,環状４号線（公田桂町地区）、山下長津田線（鴨居地区　西側区間）

２　横浜環状道路関連 千円

・ （栄区田谷町～戸塚区小雀町）

・ （鶴見区上の宮一丁目～神奈川区西寺尾一丁目）

・ （鶴見区岸谷二丁目～生麦三丁目）ほか

※Ｐ６［参考］平成１９年度横浜環状道路関連街路（事業中路線）整備予算を参照

３　連続立体交差事業 千円

・ 相模鉄道本線（星川駅～天王町駅）連続立体交差事業

（保土ケ谷区岩間町～星川三丁目）

４　橋りょうの架け替え等 千円

・ （南区中村町～睦町）

・ （磯子区上町～丸山二丁目）

・ （金沢区乙舳町～平潟町）

※Ｐ１８［参考］平成１９年度橋りょう整備関連予算を参照

５　都市計画道路網調査 千円

６　道路建設事業団への助成（道路資産購入等） 千円

７　港湾局保有地の有償所管換（金沢区幸浦二丁目） 千円

根 岸 橋

環 状 ４ 号 線

環 状 ３ 号 線

羽 沢 池 辺 線

鴨居上飯田線

中 村 橋

横浜伊勢原線

1,201,000

4,000,000

(4,000,000)

1,000,000

(1,000,000)

21,000

(12,000)

ほか野 島 橋

ほか

3,814,000

(6,018,000)横 浜 藤 沢 線

岸 谷 生 麦 線

大田神奈川線

吉浜横浜公園線

(1,030,000)

(18,324,721)

16,035,473

1,600,000

(2,060,000)
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 国道及び主要地方道

3  等の整備 事　業　内　容　

千円

19年度 14,180,043 　市内の国道及び主要地方道等の幹線道路の整

備を進めます。

18年度 14,283,703 ○道路改良等

　国道１号については、狩場インターチェンジ

差引増△減 △ 103,660 付近の拡幅整備を進めます。

　横浜環状道路関連として、上郷公田線、

19 国費 3,008,622 田谷線の整備を進めます。

年

度 市債 7,739,000 ○電線共同溝

の   災害時の安全性の確保や都市景観の向上のた

財 負担金 110,500 め、整備を行います。

源

市費 3,321,921 ○交通安全施設等整備

　良好な都市環境と快適な街づくりのため、交

通安全施設等整備事業として自転車駐車場の整

備、歩道の整備等を進めます。

○踏切道の改良

　歩行者や車の安全性・利便性の向上を図るた

め、踏切の拡幅やカラー舗装等を実施します。

○スムーズ交差点プラン

　郊外部の交通環境改善を促進するために、渋

滞が発生している交差点について、早期に効果

が見込める交差点改良を行います。

○沿道環境改善事業（低騒音舗装等）や人にや

さしい（バリアフリー）歩行空間の整備事業を

行います。

○道路費負担金

  国が直接管理する市内の国道の整備・管理等

に係る費用（道路費負担金）を負担します。
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１　道路改良等 2,928,043 千円

  ・国道１号（保土ケ谷区狩場町～保土ケ谷町）

  ・上郷公田線（栄区公田町ほか）

　・田谷線（栄区田谷町） ほか
   ※Ｐ６[参考]平成１９年度横浜環状道路関連街路（事業中路線）整備予算を参照

２　電線共同溝 503,000 千円

　・市道汐入豊岡線（鶴見区潮田町～汐入町）

　・市道北八朔南部第３２０号線（緑区中山町）ほか
   ※Ｐ２０［参考］平成１９年度電線類地中化事業予算を参照

３　交通安全施設等整備 1,636,000 千円

（１）自転車駐車場施設の整備

 　・日吉駅自転車駐車場（港北区日吉四丁目）ほか

（２）歩道の整備等

　 ・あんしん歩行エリア洋光台駅周辺地区（磯子区）ほか
   ※Ｐ２０［参考］平成１９年度交通安全施設等整備事業予算を参照

４　踏切道の改良 536,000 千円

  ・能見台第３踏切（京浜急行、金沢区谷津町）

  ・川和踏切（ＪＲ、緑区中山町）ほか

５　スムーズ交差点プラン 201,000 千円

  ・国道１号不動坂交差点（戸塚区柏尾町～上矢部町）ほか

６  沿道環境改善（低騒音舗装等） 242,000 千円

  ・県道弥生台桜木町（南区南太田二丁目～前里町４丁目）

  ・主要地方道環状２号線（神奈川区羽沢町～三枚町、ほか）

７　人にやさしい（バリアフリー）歩行空間整備事業 303,000 千円

　・鶴見駅周辺地区（鶴見区）ほか
   ※Ｐ２０［参考］平成１９年度交通安全施設等整備事業予算を参照

８  道路費負担金 7,831,000 千円

    国が直接管理する市内の国道の整備・管理等に係る負担金

　・国道１号原宿交差点（戸塚区原宿町）　ほか

       (1,339,000)

　   (809,800)

       (2,861,588)

　(430,000)

(7,759,500)

　(142,000)

　(482,815)

　(459,000)
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4 　駅まで15分道路整備事業では、「最寄り駅まで15

千円 分の交通体系」を実現する施策の一つとして、バス

19年度 7,874,840 路線あるいは将来バス路線となるような地区幹線道

路等の整備を進めています。

18年度 8,680,640 　具体的には、

　・交差点改良等によりボトルネック解消につなが

差引増△減 △ 805,800 　　る路線

　・幹線道路と併せて整備することにより、効果が

国費 1,331,630 　　一層高まる路線

　・駅前広場、駅周辺道路等公共交通機関の利便性

市債 459,000 　　向上につながる路線

　・交通渋滞の解消につながるバスベイ等を整備す

負担金 26,000 　　る路線

　等を対象に、短期間で完成し、大きな事業効果が

市費 6,058,210 　得られる箇所について重点的に事業を進めます。

　　また、一般改良事業では、希望が丘第574号線

　他において、道路の部分的な拡幅や交差点の改良

　等を行います。

１ 駅まで１５分道路整備事業 7,584,840千円

                           (8,427,600)

２ 一般改良事業　　　　　　 　290,000千円

                             (253,040)

 ［参考］

 ◎最寄駅まで15分の交通体系整備に関する施策体系

徒歩圏の拡大    ………… 鉄道新線の整備

徒歩時間の短縮  ………… 歩道や歩行者専用道の整備等歩行者環境の改善

バス交通の改善　　　道路等の整備　　 …… 幹線道路整備

…… 

　交差点改良等のボトルネック解消

　駅前広場の整備を含む

　　　　　　　　　　バスの運行改善 …… バス路線の再編・拡充

　　　　　　　　　　交通ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ施策 …… バスレーンの設置等

　　　　　　　　　　バス優先信号の設置

二輪車対策 …… 違法駐車防止等

地 区 幹 線 道 路 等 整 備

19
年
度
の
財
源

駅まで15分道路

等の整備

事　業　内　容　
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主な施行箇所

最寄駅 備考

鶴見 新規・完成

立場 新規

西谷 新規・完成

希望ヶ丘

三ツ境 完成

磯子

西谷

上大岡

鶴ヶ峰

星川

日吉本町 完成

葛が谷 完成

金沢八景

戸塚

岸根公園 完成

本郷台

三ツ境

等６箇所

・駅まで１５分道路整備事業　　新規５箇所　完成予定１５箇所　　合計８３箇所

瀬谷柏尾（瀬谷区二ツ橋町　二ツ橋交差点）

等５箇所

大船停車場矢部（戸塚区　上倉田地区）

原宿六ツ浦（金沢区朝比奈町　朝比奈バス停付近）

原宿六ツ浦（栄区上郷町　山手学院入口交差点）

５　スムーズ交差点プラン

鶴見駅三ツ沢線（港北区篠原町　西岸根交差点）

上白根第９９号線（旭区白根六丁目　斉藤橋付近）

完成

片倉町

等４０箇所

中山北山田線（都筑区葛が谷　ふれあいの丘入口交差点付近）

等１１箇所

片倉六角橋線（神奈川区神大寺四丁目　神大寺郵便局付近）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かんだいじ　　　　　　　　かんだいじ

３　駅前広場，駅周辺道路等公共交通機関の利便性向上につながる路線

４　交通渋滞の解消につながるバスベイの設置

新吉田日吉線（港北区日吉本町　日吉本町駅付近）

星川停車場線（保土ケ谷区星川一丁目　星川駅付近）

平戸第４８６号線（南区別所二丁目　南土木事務所付近）

上大岡第５９号線（南区大岡五丁目　向田橋付近）

川崎町田（鶴見区上末吉五丁目　上末吉交差点）

鴨居第４８号線（保土ケ谷区新井町　稲荷通付近）

横浜上麻生（都筑区佐江戸町　薮根交差点）

２　幹線道路と併せて整備することにより，効果が一層高まる路線

菅田第２９３号線（神奈川区羽沢町　旭硝子バス停付近）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　むかいだ

上大岡

路線名（施行箇所）

蒔田第４８０号線（磯子区岡村七丁目　笹堀交差点付近）

等２１箇所

１　交差点改良等によりボトルネック解消につながる路線

阿久和鎌倉（泉区和泉町　萩丸交差点）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　やぶね

鴨居

瀬谷柏尾（瀬谷区三ツ境　三ツ境小学校前交差点）

下川井第２５３号線（旭区中尾一丁目　中尾郵便局付近）
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5

　誰もが安心して安全に利用できる交通体系の

実現を推進するため、バス等の交通施策の推進、

バリアフリー新法に基づく基本構想の検討・

策定及び駅舎改良を進めます。

１　最寄駅まで15分の交通体系整備

千円

　　「駅まで15分圏」の拡大状況について

　調査を行い、重点的に推進すべき施策の

　絞り込み等を行います。

２　まちのバリアフリー化推進調査

千円

　

　　バリアフリー新法に基づき、基本構想の

　検討・策定を行います。

　（三ツ境駅周辺地区案内サイン等整備事業【区】含む）

３　バス活性化対策事業

千円

　　バス・鉄道相互の共通ICカードの導入

　により、乗り継ぎ時間が短縮されるなど、

　 　利用者の利便性向上に大きく資するため、

　 　これに必要な車載器について、国との

　協調補助により、ICカードシステム導入

　費用の一部を市内バス事業者に対し、

　 　補助します。

35,700

(6,000)

(12,544)

98,625

(84,800)

16,750

－市　債

524,031

－

差引増△減

国　費
19
年
度
の
財
源

市　費 702,675

178,644

千円

18年度

事 業 内 容交 通 輸 送 対 策

19年度 702,675
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４　横浜市生活交通バス路線維持支援事業（新規） 千円

　　バス路線の廃止による交通不便地域の発生等を回避し、

　市民の日常生活の利便性を確保するため、必要と認められる

　バス路線の維持に対し、補助金を交付して、バス路線の維持

　を図ります。

５　市営バス路線暫定運行事業（新規） 千円

　　市営バス路線の廃止に際して、地域住民への影響が大きい路線に

　対し、運行経費を交通局に暫定的に補助します。

　　　　※暫定補助期間：平成19年４月１日より２カ年

６　鉄道駅総合改善事業（羽田空港アクセス改善事業） 千円

　　羽田空港へのアクセスを改善し、市民の利便性向上を図ることを目

　的に京急蒲田駅の鉄道駅総合改善事業により、横浜方面からの直通線

　を整備します。

 ［参考］

 ◎最寄駅まで15分の交通体系整備に関する施策体系

徒歩圏の拡大    ……… 鉄道新線の整備

徒歩時間の短縮  ……… 歩道や歩行者専用道の整備等歩行者環境の改善

バス交通の改善 　道路等の整備　　 …… 幹線道路整備

…… 地区幹線道路等整備

　 交差点改良等のボトルネック解消

　 駅前広場の整備を含む

　バスの運行改善 …… バス路線の再編・拡充

　交通ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ施策 …… バスレーンの設置等

　バス優先信号の設置

二輪車対策 …… 違法駐車防止等

405,000

(0)

95,000

(15,240)

51,600

(0)
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6 道路の維持・管理 事　業　内　容　

千円

19年度 11,885,203 　　歩行者の安全と車両の円滑な交通を確保す

　るため、適切な道路の維持管理を引き続き行

18年度 11,617,475 　います。

差引増△減 267,728

19 国費 125,000 １　道路修繕 8,538,000 千円

( 8,538,000 )

年 負担金 57,795 　　わだち掘れ等損傷が著しくなってきている

　道路の修繕工事を、計画的に実施します。

度 使用料 4,716,984

の 財産収入 55,063

２　すず風舗装整備 250,000 千円

財 諸収入等 194,358 ( 300,000 )

　　ヒートアイランド対策の一つとして、舗

源 市費 6,736,003 　装表面の温度上昇を抑制する保水性舗装や

　遮熱性舗装などを実施します。

　・とよおか通り（鶴見区豊岡町）

　・さくら通り（西区みなとみらい二丁目）

　・レンガ通り（港北区新横浜二丁目）等

         １１箇所

３　道路がけの整備 128,384 千円

( 8,384 )

　　大規模地震時における、緊急輸送路等の

　幹線道路の機能確保と交通安全の確保を図

　るため、道路に接する斜面の防災対策を進

　ます。

　・横浜駅根岸線（中区宮川町）
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４　道路清掃・施設管理 2,212,521 千円

( 2,184,427 )

　　車道等の清掃及び道路照明灯やエレべーター等の保守・管理

　を行います。

　・道路、駅前広場等の清掃

　・道路照明灯管理

　・エレベーター、エスカレーター管理

　・ハマロード・サポーター事業 ほか

５　街路樹、植樹帯管理事業 756,298 千円

( 586,664 )

　　都市に潤いと憩いを与えている街路樹および植樹帯を良好に

　成育させるため、剪定等の維持管理を行います。

　　　（150万本植樹関連予算を含む）

　・街路樹管理　　 132,282本

　・植樹帯管理　　　 121.4ha

16



7 事　業　内　容　

千円

19年度 1,116,670 　橋りょうの維持・補修及び長寿命化の推進

等を行います。

18年度 1,106,670 　また、阪神・淡路大震災や新潟県中越地震

の教訓を踏まえ、地震に強い都市づくりを進

差引増△減 10,000 めるため、橋りょうの地震対策及びトンネル

19 の補修を引き続き行います。

年 国費 －

度 １　橋りょう長寿命化推進 356,800 千円

の 市債 110,000 （ 340,800 ）

財  　アセットマネジメントの考えに基づき、

源 市費 1,006,670  計画的に維持補修・塗装等を行います。

 ２　橋りょう新設改良 403,917 千円

（ 403,917 ）

　　コンクリート片剥離落下等の事故を未然

　に防ぐため、こ線橋等の補修を計画的に行

　います。

　・地蔵人道橋（神奈川区大口通～神之木町）

　・表谷跨線橋（港北区篠原町）ほか

３　橋りょう地震対策 111,757 千円

（ 111,757 ）

    緊急輸送路等の橋りょう、こ線橋及びこ道橋のうち昭和５５年

  以降の道路橋示方書に基づき設計された３３橋について、落橋防

  止及び橋脚補強等の耐震補強を順次行います。

  ・瀬戸ヶ谷富士見橋（保土ケ谷区瀬戸ケ谷町）

  ・能見橋（金沢区能見台三丁目～能見台五丁目）ほか

 

橋りょう等の維持・補修

※

※アセットマネジメントとは
 社会資本を、長い間有効に活用する
ことを目的とし、適切かつ効率的に維
持管理を行うための管理手法です。
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４　トンネル補修 244,196 千円

（ 250,196 ）

　　トンネルのコンクリート片剥離落下を防ぐため、本体の補強等

  を行います。

  ・第二山手隧道(中区石川町～麦田町)

  ・トンネルの点検調査・補修計画策定

［ 参考 ］

 平成１９年度橋りょう整備関連予算 合計 3,489,211 千円

国庫補助事業 2,146,737 千円

※項目［2］都市計画道路等の整備及び

　項目［3］国道及び主要地方道等の整備で計上

760,717 千円

※項目［7］橋りょう等の維持・補修で計上

 橋りょう地震対策 国庫補助事業 470,000 千円

※項目［3］国道及び主要地方道等の整備で計上

111,757 千円

※項目［7］橋りょう等の維持・補修で計上

 橋りょう維持・補修及び
 老朽橋・河川改修に伴う架け替え等

市単独事業

市単独事業
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8 事　業　内　容　

千円

19年度 1,289,316

18年度 1,018,808

差引増△減 270,508

－

１　交通安全施設等の整備 736,460 千円

22,000 ( 613,483 )

　　歩道、防護柵、案内標識、道路照明灯、安全灯、

19,432 　視覚障害者用誘導ブロック等の施設を整備します。

　　交通事故の多発している地点について、交差点

27,104 　の改良等を行います。

　　また、新たに小学校の通学路等において、

1,220,780 　あんしんカラーベルト事業（新規）を実施します。

２　交通安全施設の補修 435,230 千円

( 263,380 )

　　防護柵、案内標識、道路照明灯、歩道橋等の

　施設の補修を行います。

　　特に歩道橋については、歩道橋長期保全計画

　に基づき、歩道橋長寿命化推進事業（新規）を

　実施します。

３　雑線類地中化促進事業 24,184 千円

( 41,680 )

　　雑線類共同収容溝を設置し、電柱の除去を促進

　します。

　・中区常盤町３丁目付近から常盤町１丁目付近

19

年

度

の

財

源

の整備を行います。また、交通事故防止に向けた、

ソフト面の交通安全運動等を推進します。

国費

市債

負担金

諸収入等

　歩行者の安全と円滑な道路交通を確保するため、

交通事故が多発している路線や交差点及びあんしん

歩行エリアなどを重点として、既存道路について、

交通安全施設や、安全で快適に移動できる歩行空間

市費

交通安全対策
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　４　交通安全運動の推進等 千円

　（100,265）

　　　交通安全運動の推進及び、児童や高齢者の交通安全教育を行うと

　　ともに、違法駐車防止に向けた啓発と実態調査を行います。

　　・交通安全推進事業

　　・違法駐車防止対策事業

[参考]
　①平成１９年度交通安全施設等整備事業予算 合計 千円

交通安全施設等の整備
千円

国庫補助事業等 千円
※

千円 市単独事業 千円
※ 項目〔８〕交通安全対策で計上

国庫補助事業等 千円
※

千円 市単独事業 千円
※ 項目〔８〕交通安全対策で計上

国庫補助事業等 千円
安全灯の整備 ※

千円
市単独事業 千円

※ 項目〔８〕交通安全対策で計上

交通安全施設の補修 市単独事業 千円
千円 ※

自転車駐車場施設の整備等 国庫補助事業等 千円
千円 ※
台） 台）

市単独事業 千円
※ 項目〔９〕放置自転車対策で計上

市営 千円 台）
民営 千円 台）

　②平成１９年度電線類地中化事業予算 合　計 千円
雑線類地中化促進事業 千円

電線類地中化事業 　※項目〔８〕交通安全対策で計上
電線共同溝整備事業 千円
　※項目〔３〕国道及び主要地方道等の整備で計上

93,442

496,700 ( 約2,000
40,800 ( 約1,000

3,688,190

721,000

303,000

項目〔８〕交通安全対策で計上

人にやさしい（バリアフリー）
歩行空間の整備

1,452,500

537,500

( 約2,000
項目〔３〕国道及び主要地方道等の整備で計上

項目〔３〕国道及び主要地方道等の整備で計上

40,000
項目〔３〕国道及び主要地方道等の整備で計上

50,000

527,184
24,184

503,000

331,720 28,720

10,000

435,230

( 約5,000

915,000

435,230

歩道、交差点改良等
交通安全施設の整備

1,800,460

1,418,740

項目〔３〕国道及び主要地方道等の整備で計上

697,740
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9 事　業　内　容　

千円   　駅周辺の歩行者の通行、安全確保のため、引き

19年度 2,523,136 　続き自転車等放置防止対策を進めるとともに、自

　転車駐車場の管理運営及び整備を行います。

10 事　業　内　容　

千円

19年度 226,463

18年度 229,178 １　私道整備助成 千円

　　[助成率　9/10］ )

差引増△減 △2,715

２　私道整備事業 千円

国費 － 　　[全額市費］ )

市債 － ３　公道移管助成 千円

）

市費 226,463 　(1) 公道移管に要する測量費

　(2) 公図混乱地域内測量費

　 ・事業者が活動継続中の場合

　 ・事業者が解散等の場合

19
年
度
の
財
源

私道対策事業

　公共性の高い私道について、整備の助成を行うほ
か、公道移管に伴う測量費の助成などを行い、生活
環境の整備を進めます。

19
年
度
の
財
源

手数料 1,938,636
　２　自転車駐車場施設の整備等

　・市営自転車駐車場の運営

市　債 124,000

差引増△減 △616,954
　・自転車等放置防止対策

放 置 自 転 車 対 策

18年度 3,140,090
2,026,436

使用料
　　　民営自転車駐車場整備補助予定台数 約1,000台

国　費 －

千円 １　自転車等放置防止　　　　

)

ほか

(2,043,736

　・自転車対策事業指針の策定

　・民営施設整備の補助

千円

)(1,096,354

496,700

　　市営自転車駐車場施設の整備等　　

　・蒔田駅（南区宿町３丁目）など

　　　　１０か所（新設･増設）が完成。

諸収入等 169,714

290,786市　費

全額助成

助成率1/2

全額助成

　・収容予定台数　約2,000台

116,511

(116,511

(54,308

51,593

(58,359

58,359
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11 事　業　内　容　

千円

19年度 1,399,724 　安全で円滑な道路交通の確保のため、路上駐車

対策として、６か所の市営地下駐車場の管理運営

18年度 1,272,622 を行います。

差引増△減 127,102 １　自動車駐車場管理運営 　　 501,769 千円

(402,469 )

使用料 426,290 ・福富町西公園地下駐車場(184台)

・ポートサイド地下駐車場(200台)

諸収入等 85,479 ・馬車道地下駐車場　　　(200台)

一般会計 ・山下町地下駐車場　　　(193台)

繰入金 887,955 ・日本大通り地下駐車場 （200台）

・伊勢佐木長者町地下駐車場（200台）

２  公債費 897,955 千円

(870,153 )

19
年
度
の
財
源

自 動 車 駐 車 場 事 業

(自動車駐車場事業費会計)

都市整備局
１０款　都市整備費

１項　都市整備費

１目　企画費

地域交通サポート事業

【参考】　西区おでかけサポートバス（ハマちゃんバス）の実験運行終了に伴う利用者アンケート

　　（目　　　的）ハマちゃんバス運行終了後における利用者の外出意向等の把握

　　（実施概要）平成19年3月9日（金）、10日（土）の両日実施

　　　　　　　　　　アンケート用紙配布398票、回答数186票（回収率46.7％）

移管事業について

移管

地域交通サービスの検討
　　　　　　　　　　　（19予算額　20,000千円）

　地域主体の新たな交通サービスの
　実現に向けた計画づくり等
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局運営方針は、昨年度、本市で策定した概ね２０年後の都市像を目指す「横浜市基

本構想」と、５年後を目標にした「横浜市中期計画」を推進するため、今年度「何に

重点的に取り組むのか」について、具体的な目標と取り組む内容を定めお示しするも

のです。 

これまで道路局では、「一人でも多くの道路ファンをつくろう！」を合い言葉に取

り組み、「ハマロードサポーター」など多くの市民のみなさまのご協力をいただきな

がら道路行政を進めてまいりました。今後とも、さらに多くの市民のみなさまのご理

解ご協力を頂けるよう取り組んでまいります。 

 

道路というものは、一日にしてできるものではなく、多くの先人たちの地道な努力

と協力によって営々と積み上げられ、今日の道路ネットワーク形成につながっている

ものであり、また、日々のたゆまぬ維持管理によって後世へ引き継いでいくものであ

ります。 

そこで、私のこれからの目標として、「ヨコハマのみらいへ結ぼう！みちづくり」

を合い言葉に、将来を見通し、市民の視点にたった横浜のみちづくりを推進・充実し

てまいりたいと思います。 

道路局では、昨年度より市内の生活交通として必要なバス路線の維持支援事業にも

取り組んでまいりました。これに加え、今年度より地域の特性や交通ニーズを踏まえ

た、新たな交通サービスの実現に向けて地域の主体的な取組について支援し、安心で

快適な道路交通環境をつくってまいりたいと思います。 

横浜市は、平成２１年（２００９年）に開港１５０周年を迎えます。これを契機に、

道路局も横浜の更なる成長のため、目標を確実に達成するよう努力してまいります。 

 
ここに、平成１９年度の「局運営方針」を市民のみなさまにお示しし、市民満足度

の向上に向けて、職員一丸となって取り組んでまいりますので、引き続きご支援、ご

協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

平成１９年５月 

道路局長    山 下  博 
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平成 19年度道路局運営方針策定にあたって



 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路を取り巻く社会情勢の変化 

少子高齢､人口減少社会の到来 深刻な環境問題

9.3%10.5%11.9%13.0%13.5%13.9%

72.1% 69.7% 67.2% 65.0% 64.7% 64.7%

26.0%23.2%
14.0%

16.8% 19.8% 24.8%

3,427
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２０００年 ２００５年 ２０１０年 ２０１５年 ２０２０年 ２０２５年

（千人）

０～１４才 １５～６４才 ６５才以上

年齢別将来人口 

横浜市の６５歳以上老年人口の比率は、１７．７％（Ｈ１９年１月

現在）で戦後最も高く、今後もその比率は拡大していくと予測され

ており、バリアフリーなど高齢者・障害者等への配慮が重要となっ

ています。 

科学的研究により、このまま温室効果ガスが増加していくと、

２１００年までに地球の平均気温は１．４～５．８度上昇すると予

測されています。横浜市においても温室効果ガスの大半を占め

る二酸化炭素排出量が増加しており、これを抑制する必要があ

ります。 

横浜市地球温暖化対策地域推進計画（Ｈ１８年度） 
横浜市統計データ 
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（年度）

財政的制約 

横浜市の一般会計予算は、平成１７年度まで減少してきまし

たが、平成１８年度から好転しています。その一方、道路整備の

予算は扶助費等増加の影響により、ここ１０年間で約４割減少し

ています。そのため選択と集中による効率的な道路行政が求め

られています。 
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一般会計予算の推移 

道路局予算の推移 

１０年間で４割減 

平成１９年度予算概要（横浜市） 

国際港としての横浜港の活

性化や羽田空港の再拡張・国

際化を契機に、首都圏・全国・

東アジア圏を視野に入れた業

務・商業・文化・観光などを強

化するため、これを支える交通

ネットワーク整備の推進が必

要です。とりわけ、脆弱な国土

軸との結びつきを強化すること

が課題となっています。 

広域連携 

将来広域道路ネットワーク 

首都圏都市構造イメージ 
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35.0
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横浜市

大都市平均

全国平均
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29.4
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2.1

4.6

1.8

2.7
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自転車の走りやすさ

歩行者の歩きやすさ

自動車交通の流れ

満足

どちらとも言えない

不満

無回答

 

市内の混雑状況 

道路・交通の現況 

混雑時旅行速度（ｋｍ/h） 

 

慢性的に渋滞 （１．５以上） 

朝夕を中心に渋滞 （１．０～１．５） 

スムーズに走行（１．０未満） 

交通・道路 
  （24.1％） 

ごみ・リサイクル 
（9.8％） 

市民利用施設 
（9.8％） 

教育 
（6.0％） 

職員 
（6.0％） 

都市整備・開発 
と住宅（5.2％） 

福祉 
（4.9％） 

子育て 
（4.7％） 

防災・防犯・消防 
（4.5％） 

保険・衛生・医療 
（3.7％） 

公害・環境保全・緑 
（3.4％） 

その他 
（17.9％） 

都市計画道路の整備率と密度 （平成 17年度末現在） 

横浜市道路局調べ 

横浜市広聴情報データ 

市民要望内容 （平成 17年度） 

慢性的な交通渋滞・混雑 

まだまだ足りない都市計画道路 
市民ニーズと満足度 

多発する交通死傷事故 
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幹線道路における交通渋滞は依然として解消しておらず、渋滞に伴う時間損

出や環境への影響など社会的損出は大きな課題となっています。今後は更に

効果的な道路ネットワークの形成を図るとともに、効率的な道路交通サービスを

提供する必要があります。 

都市計画道路の整備率は平成１７年度末で 61.1％（平成

１８年度末で 63.0％）となっており、政令市の中では最低水準

にあります。市街地の都市計画道路は、市民生活や経済活動

にとって、基礎的な社会資本ですが、この不足は、本市発展

の阻害要因となっています。 

道路は市民生活に最も密着した基盤施設であることから、

バス交通関連、道路整備関連、交通安全対策など、市民の

要望が常に多い状況です。 

また、平成１８年度に行った市民満足度調査では「自動車交

通の流れ」、「歩道の歩きやすさ」、「自転車の走りやすさ」、

「高齢者・障害者の利用しやすさ」など道路の使いやすさに対

する満足度が低くなっています。 

交通死傷事故の件数は、政令市の中でワースト１を記録し

ており、市民生活における安全確保が必要となっています。 

Ｈ１７交通死傷者数（政令市） 

全国的に見ても 

旅行速度が低い。

高齢者・障害者 

の利用しやすさ 

道路に関する市民満足度調査 

道路交通センサス調べ 

【内訳】 
 バス 
 道路 
 鉄道 
 駐車・駐輪 
 交通安全対策 
 総合交通対策 

財）交通事故総合分析センター調べ 平成１８年度道路に関する市民意識調査より 

３ 

混雑度の定義（交通量／交通容量） 

総数 

18,821 件 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上位計画と平成１９年度運営方針 

４ 

横浜の再生・発展のため、羽田アクセスをはじめ、横浜環状道路や幹線道路の整備等、効果的な交通ネットワー
クを形成し、人やモノの移動をスムーズにします。 

市民が安全で安心に、かつ利便性の高い暮らしが送れるよう、交通安全対策の充実やバリアフリー化、使いや
すい交通結節点（駅）の整備など、地域ニーズに合った交通環境サービスを提供します。 

日常生活の中で、なくてはならない「道路」を適正な水準で保全していくため、コスト削減策や有効活用など創意
工夫に努めるとともに、市民の力を存分に活かした維持・管理を推進します。 

横浜の都市像  市民力と創造力により新しい「横浜らしさ」を生み出す都市 

都市像を支える５つの柱（目指す方向） 

重点施策４ 駅力・地域力戦略 
基本施策 4-3 「快適な暮らしを支える交通の実現に向けた取組を推進します」 
（重点事業）4-3-1 道路ネットワーク形成            

①３環状１０放射道路整備事業 ②完了期間宣言路線整備事業等 
4-3-3 地域交通サポート 
①横浜市生活交通バス路線維持支援事業 
②地域主体の新たな公共交通サービス支援事業 
4-3-4 まちのバリアフリー推進 
①バリアフリー歩行空間形成事業 
②公共交通機関のバリアフリー化推進事業（健康福祉局） 
4-3-5 交通安全対策 
①交通安全・放置自転車対策 ②あんしん歩行空間整備推進事業 ③踏切安全対策事業 
 

重点施策６ ヨコハマ国際戦略 
基本施策6-4 「陸・海・空の社会資本整備により国際競争力を強化します」 
（重点事業）6-4-1 横浜環状道路等整備 

①横浜環状南線及び関連街路整備事業 ②横浜環状北線及び関連街路整備事業 
③横浜環状北西線整備事業 ④横浜湘南道路整備事業 

 
重点施策７ 環境行動都市戦略 
基本施策 7-4 「多様な環境活動や環境と経済の好循環を推進し、地球環境を守ります」 
（重点事業）7-4-3 ヒートアイランド対策の推進 ①すず風舗装の推進 

横浜市 

横浜市基本構想（長期ビジョン） ※今後概ね２０年を展望した市政の根本となる指針（平成 18年 6月策定）

※基本構想や基本方針に基づき、平成 18年 12月に策定した
本市の 5か年（H18～Ｈ22年度）計画 

①交流拠点都市 ②活力創造都市 

③生活快適都市 ④環境行動都市 ⑤安全安心都市 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５ 

平成１９年度 道路局基本目標 

施施策策１１    効効率率的的でで効効果果的的なな道道路路ネネッットトワワーーククのの整整備備をを進進めめまますす。。

施施策策 22--11  暮暮ららししにに安安心心とと安安全全をを届届けけまますす。。   

施施策策 22--22  地地球球ににややささししくく接接ししまますす。。   

施施策策３３    生生活活にに必必要要不不可可欠欠なな道道路路をを守守りりまますす。。   

（（施施策策遂遂行行上上のの工工夫夫））  

市市民民とと職職員員のの力力ををああわわせせ、、一一緒緒にに道道路路をを考考ええよようう！！  

近くのスーパーや病院・公園、最寄の駅、高速道路の
インターチエンジなどへの行きやすさは、やや満足 

自動車の流れ、歩道の歩きやすさ、自転車の走りやす
さ、高齢者･障害者等の利用しやすさは、やや不満 

第１位：高齢者･障害者等への利用しやすさ 

第２位：歩道の歩きやすさ 

第３位：騒音･振動・排ｶﾞｽなどの環境への配慮 

第４位：自動車交通の流れ（渋滞の解消等） 

第５位：道路緑化など街の景観 

第１位：電線類の地中化 

第２位：歩道設置 

第３位：違法駐車の取り締まり 

第４位：バスベイの設置 

第５位：交差点の改良（右左折ﾚｰﾝの設置） 

目的地への行きやすさ ～日常生活ではまあまあ満足！～

道路の使いやすさ 

～渋滞に不満！歩道整備が遅れている！～ 

今後の道路整備について 
重要度が高い上位５項目 

今後も進めてほしい具体的施策上位５項目

反映 

～平成１８年度道路に関する市民意識調査より～

市民の意見やﾆｰｽﾞ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平平成成 1199 年年度度  重重点点推推進進施施策策とと具具体体的的なな取取組組  

施施策策１１  効効率率的的でで効効果果的的なな道道路路ネネッットトワワーーククのの整整備備をを進進めめまますす。。

施施策策 22--11  暮暮ららししにに安安心心とと安安全全をを届届けけまますす。。   

施施策策 22--22  地地球球ににややささししくく接接ししまますす。。   

施施策策３３  生生活活にに必必要要不不可可欠欠なな道道路路をを守守りりまますす。。   

（（施施策策遂遂行行上上のの工工夫夫））  
市市民民とと職職員員のの力力ををああわわせせ、、一一緒緒にに道道路路をを考考ええよようう！！  

■ 道路ネットワーク（３環状１０放射道路等幹線道路）の整備 （建設課・企画課） 

■ 完了期間宣言路線の整備                 （建設課・企画課） 

■ 都市計画道路網の見直し                 （企画課都市計画道路担当） 

■ 交通結節点整備                     （建設課・企画課交通計画担当）

■ 高速道路の整備                     （事業調整課） 

■ バリアフリー歩行空間の形成           （企画課交通計画担当・施設課） 

■ 踏切安全対策                  （企画課鉄道交差調整担当） 

■ あんしんカラーベルト事業            （施設課） 

■ 交通安全啓発                  （交通安全･放置自転車課） 

■ 放置自転車対策と自転車利用環境改善       （施設課・交通安全･放置自転車課・企画課） 

■ 電線類の地中化事業               （施設課・管理課・企画課・建設課） 

■ 地域交通サポート                （企画課交通計画担当） 

■ 道路緑化の推進（    １５０万本植樹行動の推進） （施設課・建設課） 

■■すず風舗装の推進             ず  （維持課） 

※（再掲）施策１：道路ネットワーク整備 

■ 道路施設のアセットマネジメント（長寿命化対策）の推進 （橋梁課・施設課・維持課） 

■ 日々の安全・安心を支える維持管理(～縁の下の力持ち～) （土木事務所・道路調査課・維持課・ 
        管理課・路政課・橋梁課・施設課） 

■ 新たな財源確保（道路施設を有効活用した広告掲出等）  （管理課・施設課・企画課） 

□ 積極的な情報提供                    

□ 道路モニターの発進（市民ニーズの把握）      

□ ハマロードサポーターの拡充               

□ 公共工事の効果的・効率的な執行                

□ 職員力・組織力による取組             

□ 開港１５０周年事業の具体化               

６ 

新規事業及び取組 

（全 課） 



 

 

 

１ 取組や効果の積極的なＰＲや、市民ニーズを把握し事業に反映します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施施策策１１  効効率率的的でで効効果果的的なな道道路路ネネッットトワワーーククのの整整備備をを進進めめまますす。。   

重点推進施策実現に向けた具体的な取組 

■ 道路ネットワーク（３環状１０放射道路等幹線道路）の整備 

幹線道路は主に都市間や市内の各地域間の交通を担い、都市の骨格をかたちづくる道路で、先に全線開通
した環状２号線に続き、環状３号線、横浜藤沢線など、３環状１０放射型幹線道路ネットワークを重点的に
整備しています。本年度は桂町戸塚遠藤線（上倉田地区、小菅ヶ谷・舞岡地区）、鴨居上飯田線（鴨居・鴨
居第２地区）、中山北山田線（青砥北八朔川和地区の一部）が開通する予定です。 

環状３号線（戸塚～汲沢地区） 
 
用地取得や橋梁の下部工工事
を行っています。 

羽沢池辺線（羽沢･菅田地区） 
 
用地取得や環状２号線とのラン
プ部の工事を行っています。 

山下長津田線（鴨居地区） 
 
用地取得や開削工法によるトン
ネルの工事を行っています。 

７ 

桂町戸塚遠藤線
（小菅ヶ谷・舞岡地区） 
 
用地取得や橋梁工事を行っ
ています。 

岸谷生麦線 

（横浜環状道路関連街路）
 
用地取得やトンネルの工事を
行っています。 

宮内新横浜線（高田地区） 
 
用地取得や舗装工事を行ってい
ます。 

幹線道路網計画図 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 完了期間宣言路線 

■ 都市計画道路網の見直し 

■ 交通結節点の整備 

早期に整備を完了し、投資効果を発現させるため、事業着手後「10 年以上経過、用地取得 90％以上」の
路線を「完了期間宣言路線」として、重点的な整備をしています。 
 本年度も昨年に引き続き、５路線７地区の整備を推進し、桂町戸塚遠藤線（上倉田地区、小菅ヶ谷舞岡地
区）及び鴨居上飯田線（鴨居・鴨居第２地区）の２路線４地区の工事完了を目指します。 
 また、本整備の実施にあたっては、市民に理解と協力を求めるため、完了期間等を周知看板や局ホームペ
ージで広くＰＲするとともに、時間管理を徹底するため、法的手段の活用を図ります。 

新横浜駅の整備（駅前広場イメージ） 

完了期間宣言路線の周知看板 

路線名 延長 完成予定 区名 

①桂町戸塚遠藤線（上倉田地区） 990m H19 年度 戸塚区 

②桂町戸塚遠藤線（小菅ヶ谷舞岡地区） 910m H19 年度 戸塚区､栄区 

③中田さちが丘線（岡津地区） 140m H20 年度 泉区 

④鴨居上飯田線（鴨居・鴨居第２地区） 520m H19 年度 緑区 

⑤環状４号線（公田桂町地区） 880m H20 年度 栄区 

⑥山下長津田線（鴨居地区 西側区間） 750m H21 年度 都筑区 

 

完了期間宣言路線一覧 

駅前広場・バス交通広場の未整備による他の交通機関への
乗り換えの不便さ、駅アクセス道路の混雑など、市内には課
題を抱えた交通結節点が存在しており、利用者の視点に立
ち、移動の連続性を強化する交通結節点を改善することが重
要です。現在、市内の１１箇所の駅及びその周辺において、
結節点事業を実施しています。 

８ 

本年度の取組 

・昨年度策定した「見直しの方向（案）」の確定 
・個々の路線･区間を廃止･変更･追加･存続に整理し、「見直
しの素案（案）」として策定・公表 
・概ねの着手時期を示した「道路整備プログラム」の策定・
公表 
・上記「素案」、「道路整備プログラム」の確定 

横浜市の都市計画道路の多くは、昭和 40 年代までに都市計画決定されていますが、その後、現在までに、
都市構造や社会状況などが、様々な面で変化してきています。そこで、これらの変化に適切に対応する必要
があることから、都市計画道路網の見直しを行っています。 
見直しにあたっては、骨格的な道路網や地域 

的な観点から個別路線・区間の必要性を検証し 
ていきます。 
 

交通結節点事業一覧
対象駅 計画内容

日吉本町駅 アクセス道路、駐輪場
高田町 アクセス道路、駅前広場、駐輪場
川和町 アクセス道路、駐輪場、立体横断施設（ｴﾚﾍﾞｰﾀ含）等
長津田駅 アクセス道路、駅前広場、駐輪場
小机駅 駅前広場
二俣川駅 アクセス道路、駐輪場、自動昇降施設
星川駅 アクセス道路、駅前広場、駐輪場
緑園都市駅 アクセス道路
舞岡駅 アクセス道路
新横浜駅 駅前広場、歩行者ﾃﾞｯｷ、交通広場等
大船駅 駐輪場、歩行者ﾃﾞｯｷ（ｴﾚﾍﾞｰﾀ・ｴｽｶﾚｰﾀ含）等

駅 
駅 



 

 

 

 

 
◆横浜環状北西線 
東名高速と第三京浜を結び横浜環

状北線に至る横浜環状北西線は、ＰＩ
により「概略計画」をとりまとめ、早
期事業化に向け都市計画や環境影響
評価の手続きを進めてきました。 
本年度も引き続き都市計画決定に

向け、環境影響評価の調査検討を進め
るとともに、具体的なルート・構造等
の検討を行います。また、計画の進捗
に合わせ広報紙やホームページなど
で随時情報提供を行います。 

■ 高速道路の整備 

◆横浜環状北線 
首都高横羽線生麦ジャンクションと第三京浜を結ぶ

横浜環状北線は、平成２４年度の供用に向け、事業者で
ある首都高速道路㈱と連携して用地取得を進めるとと
もに、一部工事着手しています。 
今後も、住民の求める情報の積極的な提供や住民の関

心の高い環境対策等を中心に意見交換を行う「対話会」
を通じ、事業に対する理解を深めながら事業促進を図り
ます。 

◆横浜環状南線 
横浜横須賀道路の釜利谷ジャンクションから戸塚区汲沢付近に至り、また首都圏中央連絡自動車道も一

部兼ねた横浜環状南線は、平成２７年度の供用に向け、国土交通省と東日本高速道路㈱により主に用地取
得が進められ、一部では工事着手しています。 
引き続き「広報紙」等による積極的な情報提供を行うとともに、「相談窓口」や「コミュニケーション

広場」での住民との対話を行うなど、事業に対する理解を深める取組を行いながら事業促進を図ります。

◆（仮称）石川町出口  
平成１６年から整備を進めてきましたが、

順調に工事が進み本年１２月に開通する
予定です。 
これにより、高速湾岸線方面から関内・

関外地区へ直接アクセスが可能となり、都
心への利便性が高まります。 

９ 

左記の枠内は
横浜エリア 

高速道路は、バランスある都市構造、広域的な交通体系との調和、効率的な自動車交通の処理を行いま
す。本市では、人やモノの多様な交流・連携を支え、便利な市民生活や競争力のある横浜港、活発な産業
活動を実現するため、横浜環状道路などの整備を進め、放射環状型の高速道路ネットワークを形成します。

ＰＩ（パブリック・インボルブメント）とは 

計画づくりの初期の段階（構想段階）から、関係する市民等のみなさまに情報
を提供しつつ、広くご意見を聴き、計画づくりに反映することです。 



３ 誰もが利用しやすく安全で快適なみちづくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施施策策 22--11  暮暮ららししにに安安心心とと安安全全をを届届けけまますす。。   

■ バリアフリー歩行空間の形成 

■ 踏切安全対策 

■ あんしんカラーベルト事業 

市内の主要駅などから、誰もが安全・快適に主
要な施設に行けるよう、「高齢者、身体障害者等
の移動等の円滑化の促進に関する法律」（通称：
交通バリアフリー新法）に基づき、主要駅周辺地
区の基本構想を策定し、バリアフリー整備を進め
ています。 
構想の策定にあたっては、住民や利用者等との

「まちあるき点検」を行うなど関係者のニーズや
意見を取り入れながら進めます。 

踏切の抜本的な安全対策には、道路と鉄道の立
体交差化が理想的ですが、多大な時間と費用がか
かるため、早急に実施するのは難しい状況にあり
ます。そのため、踏切内の歩車分離による歩行者
の安全を確保する踏切の構造改良（歩道設置等）
やカラー舗装等による歩道部の明確化など、応急
的な対策が必要とされています。 
 そこで、昨年度策定した「横浜市踏切５箇年整
備計画」に位置づけた緊急性の高い 31 箇所の踏
切の安全対策を集中的に進めていきます。 

整備後

整備前

相鉄線鶴ヶ峰 10 号踏切（旭区） 

路側帯のカラー化イメージ 

関内駅周辺地区（中区） 

昨年９月、埼玉県川口市の道路上で、保育士に引
率され近くの公園へ行く途中の保育園児の列に車
が突っ込み、多数の園児らが死傷する悲惨な事故が
発生しました。これを受け、保育園児等の安全確保
に万全を期すため、所外活動経路（いわゆるお散歩
ルート）におけるガードレール等の交通安全施設の
緊急点検を実施しました。 
当該点検で挙がった交通安全施設の整備に加え、

平成１９年度は、歩道設置が困難な通学路等の安全
対策として、路側帯の拡幅等に併せて路側帯をカラ
ー化する「あんしんカラーベルト事業」を実施しま
す。 
 

本年度、小学校周辺通学路で実施（各区 1～2 箇所程度）

京浜急行 能見台第３踏切（金沢区） 
相模鉄道 上星川５号踏切（保土ヶ谷区） 

本年度の取組 
・関内駅、鶴見駅、横浜駅、新横浜駅、三ツ境駅周辺
地区のバリアフリー整備の促進 

・上大岡・港南中央駅、戸塚駅周辺地区基本構想策定

本年度整備を進める箇所 

ＪＲ東日本：鶴見線 鶴見小野踏切（鶴見区） 
ＪＲ東日本：横浜線 学校前踏切（神奈川区） 
ＪＲ東日本：東海道線 滝坂踏切他（鶴見区） 

１０ 

整備前 整備後 

新 規

歩道の段差解消、電柱撤去、視覚障害者誘導用ブロック設置等 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 交通安全啓発 

■ 放置自転車対策と自転車利用環境改善 

新横浜駅・駅前広場整備 

新横浜駅･駅ﾋﾞﾙ整備 

放置自転車対策 

放置自転車は減少傾向にあるも
のの、未だ大きな社会問題になっ
ています。本年度も引き続き各区
と連携した放置自転車の移動及び
啓発活動を実施します。 
また、現在の有料自転車駐車場

をより使いやすい施設とするた
め、料金体系や管理・運営方法の
見直しを行います。 
 

自転車駐車場整備 

駅前や道路の放置自転車対策を
進める一方、自転車駐車場の整備
を進めています。 
「横浜市自転車等の放置防止に

関する条例」の施行以来 20 年がた
ち、市営自転車駐車場を放置禁止
区域の指定のかかる駅を中心に設
置してきましたが、まだまだ足り
ない所があります。本年度も継続
した自転車駐車場整備を行ってい
きます。 

自転車走行環境の整備 

自転車は環境にやさしい乗り物
であり、その利用も見直されてい
る反面、利用者のスピードの出し
過ぎ等マナーの悪さや走行環境が
整っていないことから、各所で自
転車に関連する事故等トラブルが
起きています。 
そこで、安全で快適な自転車利

用ができるよう、広幅員の既存歩
道を活用し、舗装色、サイン等に
よる自転車走行空間の整備を始め
ました。本年度も着実に整備推進
を図ります。 
 

放置自転車移動・啓発活動（磯子区） 自転車駐車場の整備（上大岡駅） 自転車走行環境の整備（金沢区） 

交通安全推進事業 
交通安全意識の醸成を図るには、広報・啓発活動に加え、子

どもの頃から交通ルールを身につけ、自覚していくための交通
安全教育が重要であり、その拡充が求められています。また、
近年、高齢者による自動車運転事故が増加しており、安全運転
教育の実施が望まれています。 
本年度は幼児・児童を対象とした交通安全教育の内容を拡充

するとともに、関係機関と連携しながら指導にあたります。ま
た、新たな試みとして高齢者を対象とした「ドライビング・ス
クール」を実施します。 

交通安全啓発活動（はまっこ安全教室） 

違法駐車防止啓発活動 

違法駐車防止対策 
昨年の道交法改正により違法駐車は減少傾向にあるものの

市民要望では、違法駐車対策に関する意見が常に上位にランク
されています。中でも「取締り」の要望が多いが、取締り強化
だけでは解決し難く、環境整備や啓発活動と一体となった防止
対策を必要とします。本年度は、重点地域での区や地域と協働
した啓発活動を行うほか、駐車実態調査によるデータ分析を行
い、県警との意見交換しながら今後の対策案を検討します。 

１１ 

本年度整備を進める箇所 
・東急東横線日吉駅 
・市営地下鉄北山田駅（地下鉄整備中） 
・市営地下鉄蒔田駅  

他８箇所（2,925 台分） 

本年度整備を進める箇所 
・市道汐入豊岡線（鶴見区） 
（潮風大通り） 

・市道柴第 158 号線（金沢区） 
（海の公園前） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 電線類の地中化 

■ 地域交通サポート 

電線類の地中化イメージ 

電線類の地中化は、安全で快適な通行空間の
確保、景観の向上、災害の防止、情報通信ネッ
トワークの信頼性の向上、観光振興、地域の活
性化等さまざまな観点からその必要性及び整
備効果は大きく、一層の推進が求められていま
す。本年度も継続して整備を行うとともに、今
後の進め方や考え方を整理した整備方針を作
成します。 

本年度整備を進める箇所 
・（主）山下本牧磯子線（磯子区）  

（ＪＲ根岸駅前付近） 
・市道北八朔南部第 320 号線（緑区）  

（ＪＲ中山駅北口付近） 
・市道浜町矢向線（鶴見区） 

（ゴム通り国道 15 号交差付近） 

生活交通バス路線維持支援事業 

既存のバス路線が廃止されることによる交通不
便地域の発生を回避するため、「最寄り駅まで１５
分の交通体系」を基本に、市民の生活交通として必
要なバス路線（横浜市生活交通バス路線）を維持し
ます。 
本年度は、民営バス５路線、市営バス１２路線を

補助対象として、事業者に補助金を交付し、市民の
日常生活の利便性を確保します。 

地域主体の新たな公共交通サービス支援事業 

既存バス路線がカバーしていない地域などにお
いて、地域の特性や交通ニーズを踏まえた、その地
域にふさわしい新たな乗合型の交通サービスの実
現に向けて、計画づくりから運行に至るまで、地域
の主体的な取組に対して、様々な支援を行います。
本年度は、地域、交通事業者、行政等が一体とな

って新たな交通手段の導入を検討できる地元体制
が、少なくとも４箇所でつくられることを目指しま
す。 
なお、これについては、局区横断的な連携を深め、

市役所全体の総合力を高める「副市長プロジェク
ト」（「高齢社会における地域交通プロジェクト」）
においても検討していきます。 

バス活性化対策事業 

公共交通機関としてのバス利用促進、あるいは道
路混雑の緩和、地域環境の改善を目的として、ＩＣ
カードシステム整備（パスモ導入関連）に関わる補
助を行っています。昨年度は６事業者５０８台に対
し補助を行いましたが、本年度も未導入のバスに対
し補助を行い、更に使いやすいバス環境を創りま
す。 
 

市営バス廃止後の新たな民営バス 

神奈川中央交通 フジエクスプレス 

ＩＣカードシステム 

３月に導入されたパスモ 

１２ 

乗合型バスイメージ 

延長 200ｍ 
 
延長 260ｍ 
 
延長 140ｍ 他 

新 規 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

道路緑化には、景観向上機能や環境保全機能、緑陰形
成機能など多くの効果があり、道路整備にあたり、積極
的に街路樹を植えるなどの道路緑化を推進する必要があ
ります。 
また、本市中期計画において推進する「１５０万本植

樹行動」についても組織として最大限の努力をしていく
必要があります。 
本年度は現在整備中の路線における緑化推進ととも

に、維持管理も考慮した「道路緑化のあり方」について
検討を行い、歩道・中央分離帯など、 
可能性のある箇所においては、積極 
的に緑化を図っていきます。 

ポケットパーク（戸塚区） 

植栽帯（ＭＭ２１地区） 

街路樹（青葉区） 

H19 植樹目標 

4万5000本 

■ すず風舗装の推進 

施施策策 22--22  地地球球ににややささししくく接接ししまますす。。   

■ 道路緑化の推進（150 万本植樹行動の推進） 

知ってる？ ～道路ネットワーク整備こそが最大の環境対策～ 
高速道路や放射環状型などの幹線道路を整備することは、適正な交通配分を促し、渋滞等の交通課題を

緩和・解消させるだけでなく、交通の円滑化により旅行速度（走行速度）を向上させ、環境に影響を与え
る二酸化炭素や窒素酸化物などの自動車から排出される大気汚染物質を削減する効果をもっています。 

自動車排出ガスと走行速度の相関図 

１３ 

道路舗装やコンクリート建築物の蓄熱、冷暖房機の排気熱等
によって引き起こされるヒートアイランド現象の抑制策とし
て、人通りが多く、打ち水の期待ができ、多くの人に涼しさを
感じてもらえる商店街などで、舗装補修に併せて舗装表面の温
度上昇をやわらげる保水性舗装を「すず風舗装」として平成
１５年度から実施しています。（これまで、市内３３箇所におい
て約８５，０００㎡を実施） 
また、平成１８年度からは新しい舗装技術である遮熱性舗装

にも取り組んでおり、保水性舗装とともに、更なるヒートアイ
ランド対策を推進します。 
なお、保水性舗装については、沿道のみなさまの打ち水の協

力を得て、整備効果をさらに発現させます。 

本年度整備を進める箇所 

・神奈川区松本三丁目商店会、西区さくら通り
など１０区１１路線で実施 
（これまで実施した箇所の効果検証（１０月））
（すず風、遮熱性舗装のイメージはｐ17 参照）

打ち水の様子

新 規



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

施施策策３３  生生活活にに必必要要不不可可欠欠なな道道路路をを守守りりまますす。。   

■ 日々の安全・安心を支える維持管理（～縁の下の力持ち～）

■ 道路施設のアセットマネジメント（長寿命化対策）の推進 

■ 新たな財源確保（道路施設を有効活用した広告掲出等）

市の人口急増期に集中的に整備された橋りょう等の道路施設が、今
後一斉に更新時期を迎えます。そこで、ライフサイクルコストの最小
化と各年度の予算の平準化を目的とした道路施設のアセットマネジ
メントを行います。 
 橋りょうにおいては、アセットマネジメントを導入することによ
り、今後１００年間で約 1,200 億円のコスト縮減が図られると試算し
ています。 

フラッグ広告（みなとみらい 21 地区動く歩道）

各種道路施設・道路空間を広告掲出等によって有効活用し、道路
の維持管理費用等に充てるための新たな財源を確保する努力をし
ています。 
 昨年度は約 1,000 万円の収入を確保できましたが、本年度も継続
的に実施するとともに、新たな財源確保策等を検討し、昨年度以上
の収入を得られるよう努めていきます。 

本年度の取組 
◆橋りょう 
既に終えた橋りょうの点検データベースにより、橋梁管理シ

ステムの運用を開始するとともに、緊急輸送路上にある 78 橋
について長寿命化修繕計画を策定します。 
◆歩道橋 
管理橋りょう 325 橋のうち未点検の 145 橋の点検を行い、長

期保全計画策定へ向けた基礎データの整理を完成させます。 
◆道路舗装 
今後の舗装補修の計画策定に役立てるために、幹線道路につ

いては、これまで収集した路面状況の測定結果のデータベース
化を進めます。 
それ以外の道路については、１８年度に作成したマニュアル

により道路の路面の状態をモデル地区で試験的に把握すると
ともに、マニュアルの検証を行います。 

１４ 

普段何気なく使っている道路は、市内だけでも延長は
約 7,700km、面積は約 55 ㎢にもなります。これらの道
路は、清掃、パトロール、舗装補修、エレベーターなど
道路施設や橋など構造物の点検管理など土木事務所等
による日々の維持管理で支えられています。 
また、道路管理者として適正な維持管理を行っていく

ため、道路法に基づいた、道路認定などの事務も行って
います。 

道路法に基づく取組 

◆道路の認定・廃止・変更 

◆道路台帳の整備及び閲覧 

◆道路境界調査 

◆道路占用許可 

◆車両通行制限     他 道路台帳閲覧ｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ 

降雪時の除雪

道路補修 

架空線の高さ点検 

平成１８年度実績 

◆認定・廃止路線数       642 本 

◆台帳閲覧印刷枚数  約 265,000 枚 

◆境界調査処理件数    約 1,400 件 

◆占用許可件数      約 18,700 件 

◆通行制限許可件数    約 1,600 件 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策１ 施策２ 施策３ 

（（施施策策遂遂行行上上のの工工夫夫））  

市市民民とと職職員員のの力力ををああわわせせ、、一一緒緒にに道道路路をを考考ええよようう！！   

ハマロードサポーターの活動 

市民生活に最も身近な「道路」について、
市民の意見を広く集め、道づくりに活かし
ていくため、昨年度「道路モニター」を設
置しました。 
本年度は、モニター会議やアンケートへ

の協力等を本格的に行い、これを通じ、意
見や要望の集約を図ります。また、この結
果は速やかに関連各課に伝え、道路整備・
維持管理等に反映していきます。 
 道路モニター会議の様子 

道路モニターの発進 
（市民ニーズの把握） 

<道路モニター> 

ﾊﾏﾛｰﾄﾞｻﾎﾟｰﾀｰなど道路

整備等に協力いただい

ている市民から成る組

織（18 区全 25 名） 

市民のみなさまや地元企業などのボランテ
ィア団体が、身近な道路の清掃や美化運動等
を継続的に行うハマロードサポーターは、123
団体･約 7,400 名(平成 19年 3月 31日現在)の
方が全市展開で活動しています。 
さらに、多くの方に参加していただくため

に、活動内容や場所を拡大するとともに、区
と連携して、団体間の交流会の開催など横断
的な連携を図り、参加人員の増加（平成 19 年
度目標：10,000 人）を目指します。 

ハマロードサポーターの拡充

ハマロードサポーターの活動風景 

１５ 

道路局の仕事や関連情報をわかりやすくお
知らせするホームページの充実、「道路ふれあ
い月間」や開通式等のイベント、整備効果の
ＰＲ、また、都市計画道路網の見直し（パブ
リックコメント等）や地域交通サポートなど、
様々な機会を捉え、積極的に情報提供し、「一
人でも多くの道路ファン」をつくる取組を行
います。 
また、昨年度試行した「ハマロード知っ得

出前講座」を本格的に実施し、市民とのコミ
ュニケーションをより心がけます。 

積極的な情報提供 

道路見える化計画による
わかりやすい工事看板 

知っ得出前講座の様子 

 ◆説明責任（透明性） 

◆ニーズ把握 

◆市民協働 で施策を支えます。 

安全・安心 
道路ネットワーク 維持・管理 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入札価格が予定価格の制限の範囲内にあるもののうち、価格と品質を

数値化した「評価値」の最も高いものを落札者とすることで、予定価

格の範囲内での最も品質の良い施工業者を選定するというものです。

新しい施工方法や工夫をすることなどの技術提案、同種工事の施工経

験や工事成績等が評価の対象となります。 

価格 価格 + 品質

１６ 

本年度の取組 
・プロジェクトのテーマ公募（５月） 
・プロジェクトチームの活動開始（６月） 
・プロジェクトの成果発表（１２月） 
・「改革推進通信」の発行（年４回） 

業務改革推進委員会での報告会 

改革推進通信（18 年度 第４号） 

技術・知識の伝承
プロジェクト 

職員力・組織力による取組 

職員自らが改善を提案し、経営責任職等と
の議論を行うことで、組織の総合力により、
業務を見直すことができる環境づくりを進め
ます。 
そのために、前年度に引き続き、業務改革

推進委員会のプロジェクトチームにおいて、
新たな検討課題を職員から公募するなど、職
員の業務改革への参画の機会を増やします。 
また、団塊世代の技術や知識を的確に継承

して業務に活かす仕組みづくりを行います。 
さらに、コンプライアンスに関する情報の

共有化や議論の場の設定により、法令遵守に
とどまらず、職員一人ひとりが市民や社会の
要請に誠実に応え、はつらつと働くことがで
きる職場づくりに取り組みます。 

本年度の取組 
・「公共事業コスト構造改革推進検討委員会」におけるコ
スト縮減策の検討 
☆建設発生土の工事間流用 
☆道路照明灯の電柱共架、省エネルギー型の照明ラン
プの採用 他 

・一定規模以上の工事の「設計・工法検討委員会」にお
ける工事費縮減等の検討 

 道路工事を発注する際には、本市と請負人との責
任の明確化や透明性の向上、品質確保を前提とした
工事発注方式への取り組みが求められています。 
そのため、職員の意識改革や技術力の向上、請負

工事設計変更ガイドラインに基づく設計変更とと
もに「品確法」の趣旨に基づく総合評価落札方式の
試行を推進してまいります。 

また、コスト縮減などによる効率的な道路整備を
進めるため、計画から工事完了後の維持管理までの
段階について局内検討委員会で検討を行います。 

本年度の取組 
・総合評価落札方式の試行の推進 
・職員技術研修の実施 

品確法とは 
品確法とは「公共工事の品質確保の促進に関する法律」の

略で平成１７年４月から施行された新しい法律です。品確

法は、より安全で品質の高い社会資本整備を進めていくた

めに、公共工事の品質確保を促進するものです。 

公共工事の効果的・効率的な執行

総合評価落札方式とは 
価格だけで評価していた従来の落札方式と違い、品質を高

めるための新しい技術やノウハウといった価格以外の要

素を含めて評価する新しい落札方式です。 

   

入札価格が予定価格の制限の範囲内にあるもののうち、価格と品質

を数値化した「評価値」の最も高いものを落札者とすることで、予

定価格の範囲内での最も品質の良い施工業者を選定するというも

のです。新しい施工方法や工夫をすることなどの技術提案、同種工

事の施工経験や工事成績等が評価の対象となります。 

価格 価格 品質 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すず風舗装ってなに？ Ｐ１３「すず風舗装の推進」の補足 

 横浜発展の歴史は、道路の発達と道路を舞台にした交流の歴史です。 
外国人居留地と日本人居住地を結ぶ道、東海道や港との連絡、乗合馬車の通り道、運河を渡る橋、商
業施設との一体的な歩行者空間、高速道路、このような道路が産業の発達を、文化の発生と成熟を支
えてきました。この開港１５０周年の機会に、市民が道路により親しみを感じてもらえる取組を進め
ます。 
 
本年度の取組 
・日本大通りが花やアートであふれる「インフィオラータ横浜２００９」計画・調整 
・通り名を利用した道案内の計画・調整 
・道路の整備や管理の仕組みを様々な機会に紹介 

インフィオラータ 通り名を利用した道案内 

開港１５０周年事業の具体化

１７ 

（参 考） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路局運営方針に対するご意見、ご感想をお聞かせください。 

〒２３１－００１７ 横浜市中区港町１－１ 

横浜市道路局総務課 

ＴＥＬ ６７１－２７６２／FAX ６５１－６５２７ 
do-homepage@city.yokohama.jp 
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